
愛媛県報第 529号（令和６年 7月 26日金曜日 公告） 

○ 公  告  

 次 の と お り 技 術 提 案 書 の 提 出 を 招 請 す る 。  

  令 和 ６ 年 ７ 月 2 6日  

           愛 媛 県 公 営 企 業 管 理 者  東 野  政 隆       

１  業 務 概 要  

(１) 業 務 名  

公 営 企 業 管 理 局 次 期 財 務 会 計 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託  

(２) 業 務 内 容  

公 営 企 業 管 理 局 次 期 財 務 会 計 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 構 築 業 務 委

託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 手 続 等 に 関 す る 説 明 書 （ 以 下 「 説 明 書 」

と い う 。 ） に よ る 。  

(３) 履 行 期 間  

契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 1 2年 ９ 月 3 0日 ま で  

２  参 加 資 格 及 び 評 価 項 目  

(１) 技 術 提 案 書 の 提 出 者 に 必 要 な 資 格  

知 事 の 審 査 を 受 け 、 営 業 種 別 「 そ の 他 」 の 営 業 種 目 「 情 報 処

理 」 に つ い て 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で の 製 造 の 請 負 等 に

係 る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ 、 か つ 、

「 特 定 調 達 参 加 希 望 」 の 登 録 を し て い る 業 者 で 、 次 の 事 項 に 該

当 す る も の  

ア  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2年 政 令 第 1 6号 ） 第 1 6 7条 の ４ の

規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

イ  参 加 表 明 書 の 受 領 の 期 限 の 日 か ら 技 術 提 案 書 の 受 領 の 期 限

の 日 ま で の 期 間 に 、 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期 間 中 に

な い 者 で あ る こ と 。  

(２) 技 術 提 案 書 を 特 定 す る た め の 評 価 項 目  

ア  全 般  

シ ス テ ム の 構 築 に 係 る 基 本 方 針 、 他 の 公 営 企 業 団 体 と 共 通

利 用 す る 取 組 並 び に 業 務 の 標 準 化 及 び 合 理 化  

イ  シ ス テ ム 要 件  

シ ス テ ム の 機 能 性 、 使 用 性 、 性 能 性 、 可 用 性 、 拡 張 性 、 情

報 セ キ ュ リ テ ィ 要 件 等  

ウ  開 発 要 件  

プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 、 テ ス ト 、 職 員 研 修 、 移 行 等  

エ  運 用 保 守 要 件  

シ ス テ ム の 運 用 保 守 の 内 容 、 法 改 正 へ の 対 応 、 サ ー ビ ス レ

ベ ル 等  

オ  追 加 提 案  
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  類 似 の 業 務 の 実 績 、 令 和 1 2年 度 以 降 の 対 応 、 そ の 他 優 れ た

提 案  

カ  価 格 評 価  

シ ス テ ム の 開 発 費 用 及 び 運 用 保 守 費 用  

３  手 続 等  

(１) 担 当 部 局  

愛 媛 県 公 営 企 業 管 理 局 総 務 課 財 務 グ ル ー プ  

〒 7 9 0 - 0 0 1 2  

愛 媛 県 松 山 市 湊 町 四 丁 目 ４ 番 地 １  伊 予 鉄 道 本 社 ビ ル ２ 階  

電 話 番 号  ( 0 8 9 ) 9 1 2 - 2 7 9 3  

(２) 説 明 書 の 交 付 の 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

ア  期 間  

令 和 ６ 年 ７ 月 2 6日 （ 金 ） か ら ８ 月 ８ 日 （ 木 ） ま で の 執 務 時

間 中 （ 愛 媛 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 愛 媛 県 条 例 第 ３

号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 県 の 休 日 以 外 の 日 の 午 前 ８ 時 3 0

分 か ら 午 後 ５ 時 1 5分 ま で を い う 。 ）  

イ  場 所  

(１)に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

無 料 に て 交 付 す る 。  

(３) 参 加 表 明 書 の 受 領 の 期 限 並 び に 提 出 の 場 所 及 び 方 法  

ア  期 限  

令 和 ６ 年 ８ 月 ８ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 1 5分  

イ  場 所  

(１)に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

持 参 し 、 又 は 郵 送 等 に よ り 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 郵 送 等

に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 若 し く は 簡 易 書 留 又 は 信 書 便 で

こ れ ら に 準 ず る も の に 限 る 。  

(４) 技 術 提 案 書 の 受 領 の 期 限 並 び に 提 出 の 場 所 及 び 方 法  

ア  期 限  

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 1 5分  

イ  場 所  

(１)に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

持 参 し 、 又 は 郵 送 等 に よ り 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 郵 送 等

に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 若 し く は 簡 易 書 留 又 は 信 書 便 で
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こ れ ら に 準 ず る も の に 限 る 。  

４  そ の 他  

(１) 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

(２) 契 約 書 作 成 の 要 否  

要  

(３) 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

愛 媛 県 公 営 企 業 管 理 局 総 務 課 財 務 グ ル ー プ  

〒 7 9 0 - 0 0 1 2  

愛 媛 県 松 山 市 湊 町 四 丁 目 ４ 番 地 １  伊 予 鉄 道 本 社 ビ ル ２ 階  

電 話 番 号  ( 0 8 9 ) 9 1 2 - 2 7 9 3  

(４) そ の 他  

詳 細 は 、 説 明 書 に よ る 。  

５  S u m m a r y  

(１) N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e  t o  b e  r e n d e r e d：  

D e v e l o p m e n t ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  f i n a n c i a l  

a c c o u n t i n g  s y s t e m  o f  E h i m e  P r e f e c t u r e  P u b l i c  E n t e r p r i s e  

M a n a g e m e n t  B u r e a u ,  1  s e t  

(２) T i m e  l i m i t  t o  e x p r e s s  i n t e r e s t s  ： 5 : 1 5  p . m . , ８  A u g u s t  

2 0 2 4  

T i m e  l i m i t  f o r  t h e  s u b m i s s i o n  o f  p r o p o s a l s :  5 : 1 5  p . m . ,  

4  S e p t e m b e r  2 0 2 4  

(３) F o r  f u r t h e r  i n q u i r i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o p o s a l ,  p l e a s e  

c o n t a c t ： G e n e r a l  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  E h i m e  P r e f e c t u r a l  

P u b l i c  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  B u r e a u ,  I y o t e t s u h o n s y a  B l d g .  

2 F ,  4 - 4 - 1  M i n a t o m a c h i ,  M a t s u y a m a ,  E h i m e  7 9 0 - 0 0 1 2  J a p a n  

T E L  0 8 9 - 9 1 2 - 2 7 9 3  

 


